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公立大学法人山田県立大学

理事長  江  塁  健

山田県知事 三  井  関

公立大学法人山田県立大学に係る中期目標にっいて

、このことについて別添のとおり定めたので、地方独キ行政法人法第25条 第■項の凝

定により、貴法人に指示しますb



公立大学法人山田県立大学に係る中期目標

平成 18年 7月
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公立大学法人山口県立大学に係る中期目標

(基本的な目標)

公立大学法人山田県立大学 (以下 「法人」という。)は 、大学を設置し、及び管理する

ことにより、1地域における知の拠点として、住民の健康の増進及び個性豊かな地域文化

の進展に資する専門の学術を深く教授研究するとともに、高度な知識及び技能を有する

人材の育成並びに研究成果の社会への還元による地域貢献活動を積極的に展開し、もつ

て人々が生き生きと暮らす社会の形成に資することを目的とする。

この中期目標の期間においては、法人が自主性、自律性を発揮し、その目的の達成に

向けて着実に成果をあげるための安定した体制、仕組みを早期に確立することを、目指し

て、次のとおり中期目標を定める。

第 1 中 期目標の期間

中期目標の期間は、平成 18年 4月 1日から平成 24年 3月 31日 までの6年 間

とする。

第2 教 育研究等の質の向上に関する目標

1 教 育に関する目標

「教育を重視する大学」として、出日県立大学 (以下 「大学」という。)が 援与す

る学位の評価を高めるため、学生に高い学力と豊かな人間性を確実に身に付けさせ

た上で社会に送り出す仕組みを整える。

(1)教 育の成果に関する具体的な到達目標の設定

次に掲げる教育の成果を着実にあげるため、教育課程や卒業後の進路について

重点的に取り組むべき到達目標を具体的に定める。

ア 全 学共通教育         ・

幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を酒養する。

イ 学 部専門教育

1  住 民の健康の増進及び個性豊かな地域文化の進展に資する専門の学術を教授

研究し、知的、道徳的及び応用的能力を養う。

ウ 大 学院教育



住民の健康の増進及び個性豊かな地域文化の進展に資する学術の理論及び応

用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担

うための深い学識及び卓越した能力を養う。

(2)新 たな教育課程の編成

教育目標をより効果的、効率的に達成するため、授業科目の精選、高校と大学

又は全学共通教育と専門教育との円滑な接続、学部、学科の枠を超えた連携など

の視点から、現行の教育内容を見直し、新たな教育課程を編成すると

(3)教 育方法の改善

学生の学修効果を高めるため、成績評価基準のす層の明稚化と厳格な成績評価、

精選された授業科目の集中的な学習、履修指導の充実等に資する教育方法の改善

に取り組む。

また、学生の多様な学習需要に対応した新たな教育方法の導入に取り組む。

(4)教 員の教育能力の向上に資する組織的な取組の推進

教員の教育能力の向上に資するため、授業の内容及び方法(教 育課程等の改善

に資する研修、研究を組織的に行う。

(5)学 生の受入方法の改善

大学の教育目標を理解し、地域や大学の活性化をもたらす学生を積極的に受け

入れるため、大学が求める学生像や求める能力(適 性等を明確にした入学者受入

方針を定め、受験生等に対して情報提供を積極的に行うとともに、受験生の多様

な個性や能力を適切に評価することができる選抜方法の開発を行う。

2 学 生への支援に関する目標

「学生を大切にする大学」として、多様な学生の資質、能力を十分に発揮させる

とともに、その安全、安心の確保を図るため、学生の生活、就職等に係る支援体制

の強化と支援内容の充実に努める。

3 研 究に関する目標

「地域に密着した研究を推進する大学」として、研究活動の活性化とその成果の

普及、教員の研究活動を促進する仕組みづくりを進める。

(1)研 究活動の活性化とその成果の普及
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大学における基礎研究、基盤研究を尊重しつつ、住民の健康の増進や個性豊か

な地域文化の進展、世界に開かれた交流の活発化に資する研究活動に積極的に取

り組み、その成果の普及に努めるも

(2)研 究活動を促進する仕組みづくり

教員の研究活動を促進するため、研究の実施体制を整備するとともに、教員の

研究能力の向上に資する取組を進める。

4 地 域貢献に関する目標

「地域に開かれた大学」として、地域貢献の窓日である地域共生センターの活性

化を図り、大学の総合力を発揮して、受託研究、共同研究等の法人以外の者との連

携による教育研究活動、社会人が大学で学習しやすい環境づくり、高校と大学との

円滑な接続に資する取組を積極的に進める。

また、郷土文学資料センターを効果的に活用し、地域文化の振興に積極的に取り

組む。

・ 5 国 際交流に関する目標

「地域と世界をつなぐ大学」として、学生及び教職員の国際交流の機会の拡大、

国内外の関係機関との連携を図り、その成果を広く地域社会に還元する。

第3 業 務運営の改善及び効率化に関する目標

1 運 営体制の改善に関する目標

(1)理 事長 (学長)、学部長等を中心とする機動的な運営体制の構築

戦略的、機動的な大学運営を行うため、理事長 (学長)カミ、その指導力、統率

力を発揮して、責任ある意思決定を迅速に行い、全学的な業務を的確に遂行する

ための仕組みを整える。

また、学部等においても、大学全体としての方針を踏まえつち機動的な運営が

行われるよう、学部長等の権限と責任を明確にするとともに、学部長等を補佐す

る体制を整備する。

(2)全 学的な視点による戦略的な大学運営の仕組みづくりの推進

大学全体として取り組むべき課題に的確に対応できるよう、大学の内外の人材
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その他の資源を活用して大学運営を戦略的に行う仕組みづくりを進めると

(3)地 域に開かれた大学づくりの推進

大学の活動内容が広く住民に周知され、地域社会の要請が大学運営に適切に反

映されるよう、大学に関する情報の積極的な提供、外部の有識者等が大学運営に

参画する仕組みの充実など、地域に開かれた大学づ、くりに資する取組を進める。

(4)評 価制度等の活用による業務運営の改善に向けた継続的な取組の推進

法人が自ら行う点検及び評価、評価委員会による評価などの評価制度や監事に

よる業務監査を活用し、業務運営の改善に向けた継続的な取組を進める。

2 教 育研究組織の見直しに関する目標

大学が、その特色を生かしつつ、学問の進展や社会の要請に対応し、より効果的、

効率的な教育研究活動を行うことができるよう、教育研究組織について、必要に応

じ適切な見直しを行う。

3 人 事の適正化に関する目標

(1)法 人化のメリットを生かした弾力的な制度の構築

法人の自律的な運営により教育研究活動を活性化するため、非公務員型として

の法人化のメリットを最大限に生かし、柔軟で弾力的な制度を構築する。

(2)能 力、意欲及び業績を反映した、教職員にインセンティブが働く仕組みの確立

能力、意欲及び業績が教職員の処遇等に適切に反映される制度を導入すること

により、教職員にインセンティブが働く仕組みを確立し、教職員の資質の向上、

ひいては教育研究の活性化に資する。

(3)全 学的な視点に立った公正、公平で客観的な制度の構築

学部の枠を超え、全学的な視点に立った戦略的、効果的な人事を行うことがで

き、公正性、透明性及び客観性が確保される制度を構築する。

4 事 務等の効率化、合理化に関する目標

社会情勢の変化や住民の二Tズ に的確に対応した効果的かう効率的な事務処理を

行うため、事務処理の簡素化、外部委託の活用、情報化の推進等の業務の見直しを

進めるとともに、事務組織について常に見直しを行う。
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第4 財 務内容の改善に関する目標

1 自 己収入の増加に関する目標

(1)授 業料等学生納付金

授業料をは
'じ
めとする学生納付金は、法人の業務運営における最も基礎的な収

入であることを踏まえ、法人収支の状況、社会情勢等を勘案し、適正な料金設定

を行う。

(2)外 部研究資金等の積極的導入

法人の収入の大部分は授業料等学生納付金と運営費交付金とで占められている

が、これに加えて、教育研究の水準のさらなる向上を目指し、外部研究資金等の

導入に努める必要がある。

このため、科学研究費補助金をはじめとする競争的研究資金の獲得や、産学官

連携、地域連携による共同研究ヽ受託研究に積極的に取り組む。

また、受託研究等に当たつては、研究に必要な事務費を適正に計上するなど負

担区分について見直しを行う。

2 経 費の抑制に関する目棟

自律的な大学運営を行うに当たり、予算の弾力的、効率的な執行、管理的業務の

簡素化、合理化、契約方法の改善などにより、経費の抑制を図る。

また、教育研究の水準の維持向上に配慮しながら、組織運営の効率化、適正な人

員配置等を進め、人件費の抑制を図る。

3 資 産の管理及び運用に関する目標

教育研究の水準の向上の視点に立って、資産の有効かつ効率的な活用に努め、適

正な維持管理を図る。

また、地域貢献活動の一環として、教育研究に支障のない範囲で、大学施設の地

域開放を検討する。

なお、看護学部棟北側用地については、将来的なキャンパス移転を視野に入れつ

つ、当面の利活用計画を定め、有効活用を図る。
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第 5 自 己″点検、評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標

教育研究及び組織運営の状況について自ら行う点検、評価を定期的に実施する体

制を整えるとともに、その内容、方法の下層の充実に取り組む。

また、評価結果については、速やかに公表するとともに、法人が、業務運営の改

善に取り組んでいる状況を住民にわかりやすく示すことができるよう工夫する。

第6 そ の他業務運営に関する重要目標

1 施 設設備の整備、活用等に関する目標

将来的なキャンパス移転を視野に入れつう、教育研究、地域貢献等に関する長期

的な見通しの下で、既存施設の活用を含めて、教育研究、情報基盤等の高度化、多

様化に対応した施設の機能についての検討を行う。

2 安 全衛生管理に関する目標    ィ

教育研究活動の円滑な実施に資するため、教職員、学生の安全と健康の確保に関

する取組を総合的かつ計画的に行うとともに、継続的にその水準の向上を図ること

ができる仕組みを確立する。
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